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青森青森青森青森でででで社保庁不当解雇問題社保庁不当解雇問題社保庁不当解雇問題社保庁不当解雇問題とととと公務労働者公務労働者公務労働者公務労働者のののの権利権利権利権利をををを考考考考えるえるえるえる学習会学習会学習会学習会がががが開催開催開催開催 

 

１１月２４日から２６日にかけて、青森県内３カ所で青森県国公と青森県労連主催によ

る社保庁不当解雇問題と公務労働者の権利を考える学習会が行われ、全厚生闘争団から特

別報告を行いました。 

２４日は、三八地労連の後援のもと、八戸市内で社保庁不当解雇問題を考える学習・交

流会が行われ、２５名の参加がありました。全厚生闘争団からは國枝事務局次長と秋田闘

争団の保坂さんが参加し、共

に解雇の不当性を報告すると

共に支援の訴えを行いました。 

 全厚生闘争団國枝事務局次

長からは、「社会保険庁の解体

にともない、５２５人の整理

解雇(分限免職)が強行された

が、年金業務はなくなったわ

けではなく必要性のない不当

な解雇です。育児休業中の人

や病休中の人、身に覚えのな

い業務目的外の閲覧を理由に懲戒処分を受け解雇された人もいます。解雇された全厚生組

合員３９人は、人事院に対する審査請求を行い、解雇撤回のためたたかっています。年金

業務を受けついだ日本年金機構の職場は、６割が非正規職員で経験と知識が蓄積されずサ

ービスの低下が深刻です。帰るべき職場を変えることも必要です。単なる解雇撤回として

ではなく、公務・公共サービスを守り、働くものの権利を守る運動を進めたい」、と語り支

援を呼びかけました。 

 秋田闘争団の保

坂さんは、当局が

行ったあいまいな

「業務目的外の閲

覧」調査によって

整理解雇された経

緯を語り、理不尽

なやり方への憤り

を述べました。 

 学習会終了後の交流会では、「直接話を聞いて問題の本質が分かった」との声や、「今の



状況はとても悔しい」との社保庁退職者の発言、職場で差別と闘った金融労働者からの激

励がありました。 

２５日は、中弘南黒地労連の後援のもと、弘前市内で青森県国公による「労働基本権問

題について」の報告と全厚生闘争団による「社保庁不当解雇撤回のたたかいについて」の

学習・交流会が行われ、３４名の参加がありました。 

２６日は、青森市内で「労働

基本権「回復」と国公労働運動

について」の学習会が行われ、

その中で全厚生秋田闘争団によ

る「社保庁不当解雇撤回のたた

かいにむけて」の特別報告を行

い、４１名の参加がありました。 

なお、これらの学習・交流会

の合間に青森・弘前市内の組合

事務所を訪問し闘争支援の要請を行い、「旧社保庁職員の解雇処分の取り消し」を求める人

事院総裁あて署名や団体カンパをいただきました。また、３日間を通して、「全厚生闘争団

を支える会の」に２２名もの加入がありました。誠にありがとうございました。 

（写真上から、八戸・弘前・青森の各学習交流集会） 

 

ＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬ不当解雇撤回福岡決起集会不当解雇撤回福岡決起集会不当解雇撤回福岡決起集会不当解雇撤回福岡決起集会でででで社保庁社保庁社保庁社保庁のののの不当解雇撤回不当解雇撤回不当解雇撤回不当解雇撤回をををを訴訴訴訴ええええ 

 

１１月２６日の「ＪＡＬ不当解雇撤回を目指す１１・２６福岡決起集会」での訴えに北久

保が参加し訴えをしてきました。集会は国公九州ブロック、福岡県国公も参加している福

岡支援共闘会議が行い、集会は１４０名の参加者で成功し、集会終了後には博多市内をデ

モ行進しました。集会では、ＪＡＬ

不当解雇撤回を中心に、社保庁、Ｎ

ＴＴなどの不当解雇・不当労働行為

のたたかいを報告しさらに運動を強

化していく決意が固められました。

社保庁の訴えでは、「社保庁の廃止 

（写真上：決起集会、写真右 

 国土交通労組執行委員会） 
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のみ他の国の機関と比べ不平等な扱いがされたこと、整理解雇４要件をまったく満たして

いないこと」を報告し、会場では人事院あて署名も訴え６０筆を集めました。 

 前日の２５日には、国公九州ブロックの中島事務局長と北久保の２名で、福岡市内の８

職場（国交労組九州建設支部・運輸支部・港湾空港支部・気象支部、全医労、全司法、全

法務、全労働）と福岡県労連、福岡自治労連を訪問し、支援の訴えと署名の協力、支える

会への加入を要請しました。 

 

 

社保庁不当解雇撤回、舞台は高松地裁へ 

「１１･３０ 綾さん激励集会」に９４人が結集 
 

社保庁分限香川事案提訴にむけ激励集会を開催 

 

 

 ２009 年１２月の

旧社保庁の廃止によっ

て分限免職処分を受け

た綾 信貴さんが、処分

の取り消しを求め１２

月１５日に高松地裁に

提訴を行うに先立って

この裁判の勝利を誓

い、たたかう綾さんを

激励する集会が、１１

月 3０日高松市内にお

いて開催されました。 

 集会には国公の仲間をはじめ県労連、年金者組合など各種団体から９４人が結集し、多

くの仲間が綾さんを暖かく激励し、裁判の勝利を会場全体で確信する集会となりました。 

 

        全体全体全体全体でででで解雇解雇解雇解雇のののの不当性不当性不当性不当性をををを確認確認確認確認するするするする 

  

 集会では、全厚生闘争団の飯塚副団長から、たたかい現状や今回の分限処分が、制度的

な欠陥を背景とし政治的に強行されたもので、多くの問題点のあることが報告されました。 

 今回の裁判の弁護団である則武弁護士と萩田弁護士からは、年金業務は社保庁廃止後も

年金機構に引き継がれており、そもそも国公法７８条に基づく分限処分の必要性が無く、 



 

また、他省庁への配転など再就職支援が行われず、分限回避努力が全く不十分であったこ

とや、結果的に再就職が叶わなかった人を分限免職処分とし、人選の合理性を欠くことな 

ど、今回の分限処分が民間の整理解雇の４要件からみても多くの問題点のあることが説明

され、裁判ではこれらの点について明らかにしていきたいと強調しました。 

 会場の参加者全体で今回の分限処分

の不当性を確認し、不当解雇撤回を勝

ちとる勝利にむけ、全体で意思統一を

しました。 

 司法の場でたたかうことを決意した綾

さんは「解雇された当時は怒りのみだった

が、現在は同じような労働者を出したくな

い思いです。国を相手とする厳しいたたか

いになりますが、これまで以上の熱い支援

をお願いします」と訴えました。（国公四

国ブロックニュースから） 

    （決意表明する原告の綾さん） 

  

 

現在、人事院総裁あて「旧社保庁職員の解雇処分は取り消してください」 

         ――分限免職取消請求事案の迅速･公正な判定を―― 
 

の署名を取り組んでいます。この間、４万筆の署名を集約しました。ありがとうございました。 

人事院の公平審理の終結がいよいよ来春にも想定されています。早ければ、年度内に判定が出され

ることも考えられます。 

人事院に「不当な分限免職処分を取り消せ」の声を集め、勝利するため引き続きご支援をよろしく

お願いします。 

 

 来年はいよいよ山場の年。闘争団は、勝利に向けさらに前進します。人事院の判定に向けた取り

組み、裁判もスタートします。みなさまのこの一年間のご支援に感謝いたします。ありがとうござ

いました。 
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